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助 成 金 情 報 

市民活動団体紹介コーナー 

ふるさとまちづくり応援基金助成団体 

『ﾄﾞﾚﾐﾌｧ そうかﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ隊』 

市民活動団体の 催し情報 です 

内 容：ドレミファそうかハンドベル隊による演奏、他 

時 間：13時開場13時30分開演 

会 場：草加市文化会館ホール 

入場料：１,０００円 【高校生以下無料】 

申込み・問合せ：TEL９３６－０６１１ 

      ドレミファそうかコンサート実行委員会（小俣） 

当センターの登録有効期限は平成２７年３月末日までとなり

ますので、お手数ですが、平成２８年度の登録申請の手続き

をよろしくお願い致します。 また、引き続きトランクルーム及

びロッカーをご利用の団体はセンター登録手続きと併せて、

年間使用料５００円（１スペースあたりの使用料）を添えて使

用許可申請を窓口までお願い致します。 

目 的 （要約）  
"音楽活動で世代を越えた交流を”が活動テーマ。 
核家族の多い今の世の中、世代を超えた交流が少ない

現状。ハンドベルという楽器を通じて子どもから大人ま

での心の交流や音楽を通じての心のまちづくりに取り組

みます。 
              事 業 
平成２０年 ６ 月設立。演奏家協会からの指導を受けて

技術向上につとめています。音楽会への参加、老人福

祉施設への慰問など、音楽を通じ多くの方々と世代交

流が出来るよう活動を続け現在に至ります。 

▲写真は昨年11/21（土）に開催された、草加市他主催の男女共同

参画フォーラムオープニングの様子 

◎連合・愛のカンパ「地域助成」  
【助成対象】地方連合会の推薦がある団体。 
・大規模災害などの救援、支援活動 ・人権救済活動 ・地球環境保

全活動 ・ハンディキャップをもった人たちの活動 ・教育、文化などの

子どもの健全育成活動 ・医療や福祉などの活動  ・地域コミュニティ

活動（レクリエーション活動を除く） ・生活困窮者自立支援活動に か
かわる活動 
【助成金額】１件あたりの上限額 なし 
【応募締切】2016年３月３１日 （木） 
【問合せ先】http://www.jtuc-
rengo.or.jp/rentai_katsudo/campa/2016campa/chiiki.html 
「申請団体・組織」が所在・活動する「地方連合会」へ 
 

◎CO･OP共済 2016年度地域ささえあい助成 
【助成対象】以下の活動をテーマとする、生活協同組合または、その

他のＮＰＯ法人等。今後設立予定の団体でも構いません。 
①「くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する」 
②「命を守り、その人らしい生き方ができるようにする」 
③「女性と子どもが生き生きする」 
【助成金額】・１事業あたり最大100万円基本 
        ・助成総額2,500万円を予定 
【募集期間】2016年２月１日（月）～2016年３月５日（土） 
【問合せ先】日本コープ共済生活協同組合連合会 
渉外・広報部 地域ささえあい助成事務局  
TEL 047-351-3356／FAX 047-351-5298 

電子メール contribution@coopkyosai.coop 

2/7 
日
 

内 容：草加神楽会による演奏 他２団体 

     （新田西文化ｾﾝﾀｰ主催）  
時 間：１４時から１５時５０分 

会 場：新田西文化センター ﾎｰﾙ 【入場無料】 

問合せ：新田西文化センター TEL９４２―０７７８ 

2/14 
日
 

伝統芸能発表会 

内 容：SMAC (草加ﾐｭｰｼﾞｯｸｱｸｼｮﾝｸﾗﾌﾞ）主催ライヴ 
時 間：１５時から１９時 

会 場：松原ＪＵＮ、ＴＲＩＰでの同時開催 

街 の 音 Live  (まちのねライヴ) 

●一部をご紹介しましたが、他にも定期的に催し物などを予定している

団体もあります。 お気軽にご参加ください！ 

“ドレミファそうか”コンサート 

内 容：アルツハイマー病の予知、予防と回復：予知

ができる血液検査 

時 間：１０時から１２時  【参加費無料】 
会 場：中央公民館 講座室  定員80名 

申込み・問合せ：FAX９２９－２５０２ 

(特非)みんなのまち草の根ネットの会 (青柳) 

2/4 
木
 

健康らくらく講座 

内 容：お茶代100円で高齢者のための交流サロン 

時 間：第４日曜日の１３時から１６時 

会 場：新栄町団地集会所 

問合せ：TEL/FAX９４１―４６２０ 

     新栄町団地見守りネットワーク（高野） 

●つどいの会（サロン） 毎月 

活動 

内容：インターネット放送局から“草加の元気”を配信！ 

時間：第１、第３火曜日の１９時～生放送 (USTREAM) 

●草加元気放送局 
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3/13 
日
 

【注】トランクルームは原則 １団体１スペースとなります。 
 ２スペース以上利用希望の団体は別途ご相談ください。 
 

※３月５日(土) 『街の音inアコス』 開催！ 
   時 間：ＰＭ （調整中）  会 場：アコスホール 
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  これからの草加市のまちづくりは、市民が主体となり行政（市）とのパートナーシップにより進めることが求

められています。現在、市内各地域においてコミュニティ活動や特定の活動テーマをもった市民団体による

まちづくり活動が盛んに行われています。 
  しかしながら、それら多くの団体は、団体の運営や新たな活動の展開に必要な資金の確保に苦慮してい

るのが現状です。 
  そこで草加市では、市民活動団体の主体的なまちづくり活動を支援するために平成１６年、草加市ふるさ

とづくり基金（平成２年設置）の原資を引き継ぎ、「草加市ふるさとまちづくり応援基金」を設置しました。 

★平成２８年４月から平成２９年３月までの１年間の活動とします。 
★「はじめよう部門」は１回限りとなります。 
★「そだてよう部門」「うごかそう部門」は、初年度助成から５年以内に両部門あわせて３回まで受けることが

できます。 
★複数回助成を希望される場合は、年度毎にあらためて応募が必要になります。 
★助成回数は、最大で１団体４回までです。（はじめよう部門１回を含む） 

★草加市みんなでまちづくり自治基本条例第２４条に規定するまちづくり活動の登録を行っているまちづくり

団体や事業者（３人以上の構成員により組織され、主たる構成員が市民）であること 
★草加市を舞台に快適都市をめざす非営利のまちづくり活動であること 
★他の助成金等と重複していないこと（補助金も含む） 
※そだてよう部門・うごかそう部門については、一部費用の自己負担が必要になります。 

★助成対象経費 
 企画した活動を行うために必要な経費 
★助成額 １団体当たり 
 １回目 助成対象経費の80％（上限額８０万円） 
 ２回目 助成対象経費の50％（上限額８０万円） 
 ３回目 助成対象経費の30％（上限額８０万円） 

★助成内容 
  地域に根ざし、あるいは特定のテー

マをもってまちづくり活動をしている団

体が企画した新たな活動に対し、その

経費を助成します。例えばイベント実

施や冊子の作成など具体的なプロジェ

クトに対する助成です。 

★助成対象経費 
 団体の活動を発展させるために必要な経費 
★助成額 １団体当たり 
 １回目 助成対象経費の80％（上限額１００万円） 
 ２回目 助成対象経費の50％（上限額８０万円） 
 ３回目 助成対象経費の30％（上限額５０万円） 

★助成内容 
  地域に根ざし、あるいは特定の

テーマをもってまちづくり活動をして

いる団体の成長・自立を支援するた

めに団体運営に要する経費を助成し

ます。 

★助成対象経費 
 団体の活動を始めるために必要な経費 
★助成額 
 １団体当たり１０万円（上限） 

★助成内容 
  これから自主的なまちづくり活動を始

めようとする、設立後３年以内の団体

に対し、その活動経費を助成します。 

   ふるさとまちづくり応援基金運営委員会は、次の基準をもって応募団体・企画事業の審査を行います。 
 ①団体の活動・企画の目標や問題意識が明確であること 
 ②先進的な取組、個性ある活動であること 
 ③将来、自立して活動を継続・発展していけるかどうか 
 ④助成が、有効に活用される事業計画・団体の活動計画になっていること 
 ⑤助成後に、市のまちづくりや他の市民活動に波及する効果が見込まれるものであること 

  相談期間（３月１日(火)～４月１１日(月)） 
応募受付期間（４月１日(金)～４月１１日(月)） 

 ★応募用紙の書き方等のご相談承ります。まずは、市民活動センターまでご連絡ください。 
 ★その他応募に関する詳細については、３月上旬に市民活動センタ－や市内公共施設に配置される 
   応募要項をご覧ください。 

※平成28年度の募集予定をご案内します 

※予定です 

 

提出期日 平成28年3月31日（木）まで 
       ※年度内の事業が終わりましたら、早めに活動報告書をご提出ください。 
提出書類 （１）草加市ふるさとまちづくり応援基金助成事業実績報告書 
       （２）平成２７年度応援基金活動報告書（市ホームページにも様式を掲載しています） 
       （３）「支出内訳書（決算）」の決算額の支出が確認できる書類（領収書や受領書等全て） 
提出方法 市民活動センター窓口、郵送またはＥメール（ＦＡＸは不可） 
       ※Ｅメールで提出の場合、領収書等は直接窓口もしくは郵送で提出をお願いします。 
提  出  先 市民活動センター  〒340-0023 草加市谷塚町７５２番地 
                    電話０４８－９２０－３５８０ 

※助成対象外のもの・・・ 人件費、飲食代、食材、事業終了後個人所有となる備品（パソコン・カメラ等）、個人名義の電話、インター

ネットの通信費、土地/建物などの不動産購入費、団体の予備費 等 詳しくはお問い合わせください。 

公開審査会（プレゼンテーション※） 
～基金運営委員会による審査～ （６月４日(土)） 

実績報告会は 

平成28年 

4月23日(土)です 

活動報告書提出及び実績報告会（公開） 
（翌年３月末及び４月） 

助成金交付決定及び交付 
（６月下旬及び７月下旬） 

※はじめよう部門の審査は書類審査のみ 

◎当日消印有効 
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